
第三次湖南市総合計画・第三期湖南市総合戦略策定支援業務 

プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

この要領は、第三次湖南市総合計画・第三期湖南市総合戦略策定支援業務について、当

該業務の目的及び内容に最も適した業者を選定するためプロポーザル方式を実施するに

当たり、必要な事項を定めるものとする。 

 

２．業務の内容 

（１）業務名 

第三次湖南市総合計画・第三期湖南市総合戦略策定支援業務 

（２）業務の内容 

   別添仕様書のとおり 

（３）業務期間 

   契約締結日から令和８年３月19日（木）までとする。 

（４）提案上限額 

   15,000,000円（消費税及び地方消費税の額を含む）を上限とする。 

（５）年度別提案上限額 

   令和５年度 2,000,000円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

   令和６年度 5,000,000円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

   令和７年度 8,000,000円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

 

※最終的な実施内容、契約金額については、本市と調整した上で決定する。 

 

３.参加資格 

  プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たしていることを条件とする。 

（１） 湖南市入札参加資格者名簿に登録されており、平成31年度以降に官公庁が発注した総

合計画等の策定業務の実績があること。（業務カルテ、契約書等の写しを提出すること。） 

（２） 湖南市入札参加停止基準による入札参加停止措置を受けていないこと。 

（３） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定に該当しない

こと。 

（４） 会社更生法（平成14年法律第154号）の規定に基づく更生手続を開始する申立て及び

民事再生法（平成11年法律第225条）の規定に基づく再生手続を開始する申立てをし

ていない者又は申立てがなされていない者であること。 



 

 

４．選定スケジュール 

実施スケジュールは以下のとおりとする。ただし、各項目の日時については、決裁権者及び 

選定委員の都合に合わせて適宜調整できるものとする。 

 

５．参加表明書等の提出 

本プロポーザルに参加する者は、参加表明書（様式１）に、会社概要（様式２）、業務実績（様

式３）を添付の上、令和５年11月１日（水）午後５時までに提出すること。 

業務実績（様式３）には、官公庁が発注した総合計画等の策定業務の実績として、以下に該

当する平成 31 年度以降の全ての業務実績について記載し、業務カルテ、契約書等の写しを提

出すること。なお、業務実績には、令和５年度に受託中の業務を含むことができる。 

ⅰ）官公庁が発注した市町村総合計画 

ⅱ）湖南市が発注した都市計画マスタープラン等、湖南市を対象地域とした基本構想及び基 

 本計画策定業務 

 

６．質問書の受付及び回答 

本実施要領及び仕様書について不明な点がある場合は、質問書（任意様式）を提出すること。 

（１）提出期限 令和５年11月 15日（水）午後５時まで 

（２）提出方法 質問書を総合政策部 地域創生推進課 企画調整･統計係まで電子メールによ

り提出すること。 

（３）提出先  湖南市総合政策部地域創生推進課 kikaku@city.shiga-konan.lg.jp 

（４）回答方法 令和５年11月 20日（月）までに質問者を伏せて、参加表明者全員に電子メ

ールにて回答する。 

 

７．提案書の作成 

項    目 日    時 

◇市ホームページ・掲示板での公告 令和５年10月18日（水） 

◇参加表明書の受付締め切り 令和５年11月１日（水）午後５時まで 

◇質問書の受付締め切り 令和５年11月15日（水）午後５時まで 

◇質問書の回答期限 令和５年11月20日（月） 

◇提案書の受付締め切り 令和５年12月11日（月）午後５時まで 

◇プレゼンテーションの実施・受託者の選定 令和５年12月15日（金） 

◇受託者との契約 令和５年12月18日（月） 



（１）提案書作成上の基本事項 

本プロポーザルは、本業務における取組方法等について提案を求めるものであり、業務の具

体的な内容や成果品の一部の作成・提出を求めるものではない。 

（２）提案書の項目 

①企画提案書（様式４） 

②業務実施体制（様式５） 

企画提案書は１社１案とし、仕様書における業務の概要及び留意点等を十分に踏まえ、簡潔

にまとめること。 

③見積書（様式は任意） 

年度毎の内訳・数量を可能な限り詳細に記載し、第三者による客観的な判断（受託後の設計

変更等においても増減の対応）が可能な積み上げ方式にすること。 

また、本業務の住民アンケート調査の実施にかかる費用（直接経費）として以下を見込むこ

と。配布用宛名ラベル（印刷したもの）は支給を前提とする。ただし、一般市民と高校生対象

の調査においてＷｅｂを活用する場合はこの限りでない。 

・アンケート調査票印刷費（一般市民4,000部＋中学生1,000部＋高校生400部） 

・配布用封筒費（4,000通） 

・配布用封筒印刷費（4,000通） 

・配布用郵送費（4,000通） 

・回収用郵送費（2,000通：回収率50％想定） 

・返信用封筒費（4,000部） 

・返信用封筒印刷費（4,000部） 

・宛名ラベル貼付、封入作業費（4,000通） 

（３）提出期限等 

 ①提出期限 令和５年12月 11日（月）午後５時 

 ②提出部数 正本（紙媒体）１部及び副本（ＰＤＦデータ） 

 ③提出方法 正本：持参又は郵送（期限内必着）により提出すること。 

       副本：本市からの大容量メールに返信すること。 

 ④提出先  総合政策部 地域創生推進課 企画調整･統計係 

 

８．審査について 

提出書類及びプレゼンテーション（質疑応答含む）の内容を総合的に評価し、審査基準（別

紙）に基づき審査する。 

（１）実施日時 令和５年12月 15日（金）午後（予定） 

※参加事業者数により午前も実施可能性有 



（２）場  所 湖南市役所東庁舎３階大会議室（予定） 

  ※湖南市共同福祉施設（サンライフ甲西）２階大ホールに変更可能性有 

（３）実施時間 １事業者につき35分以内（説明20分、質疑応答15分） 

（４）審査結果 

 各委員会委員が採点した結果、合計得点の最も高い提案者を契約候補者として選定する。 

（５）契約予定者の選定 

湖南市プロポーザル方式等による業者選定実施要綱第18条に基づき契約予定者を選定す 

る。ただし、参加者が１者の場合、算出された結果を参考とし、協議により総合的に評価を 

行った結果、評価の高い提案を行ったと判断すれば、受託者として選定することがで 

きるものとする。 

（６）審査結果の通知及び公表 

  審査結果は、文書により速やかに通知し、公表する。 

なお、審査結果に関する問い合わせには一切応じない。 

（７）その他 

・審査は非公開とする。 

・提案は、提出された資料をもとに行うこと。なお、追加提案の説明や追加資料の配布は 

認めない。 

 

９．受託者の決定 

  仕様内容（数量や内訳等）や価格等における業務実施の詳細について、優先交渉権者（契

約予定者）と協議を行い、合意に達した場合には受託者として決定する。 

  優先交渉権者との合意に達しない場合は、第２交渉権者と同様の協議を実施する。 

 

10．留意事項 

（１）本プロポーザルの参加に要する経費は、全て参加者の負担とする。 

（２）提出された提案書は、本プロポーザル以外の目的には使用しない。 

（３）提出期限後の問い合わせ、書類の追加・修正等には応じない。 

（４）提出された提案書は、返却しない。 

（５）提案書に虚偽の記載をした場合は、当該提案書を無効とし、契約後においては、契

約を解除することができる。 

（６）審査内容、結果についての異論は認めない。 

（７）その他、不明な点については、湖南市総合政策部地域創生推進課まで問い合わせる

こと。 

 



11.所管（問い合わせ先） 

  〒520-3288 滋賀県湖南市中央一丁目１番地   

湖南市役所 総合政策部 地域創生推進課 企画調整･統計係 

担当：木村・松下・井上 

電話：0748-71-2316 

FAX ：0748-72-2000 

Mail：kikaku@city.shiga-konan.lg.jp 


